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年金委員のみなさんが知っておくとためになる「年金委員知
し

っ為
ため

情報」。今回のテーマは「『全世代型社会保

障』における年金制度のあり方を考える」です。令和になったころから、「全世代型社会保障」という言い方

が、社会保障政策において使われ始めました。「全世代型」とは、どんな社会保障のあり方で、そのなかで年

金制度にはどのような役割が求められているのでしょうか。 

●全世代型の方向性――「対象の拡大」「負担と給付の見直し」「支え手の拡大」 

全世代型社会保障は、これまでの高齢者中心の社会保障からの転換を図り、子ども・現役世代・高齢者など

すべての世代をバランスよく支える社会保障のあり方です。日本では、少子高齢化が進み、現役世代の負担が

増えてきています。それに全世代で対応していこうという意味が込められているのです。 

少子高齢化により、支える側の現役世代が減少、支えられる側の高齢世代が増加しています。そこで、全世

代型社会保障では、①社会保障の対象を拡大して、子育て支援（保育・児童手当など）の充実、教育費負担の

軽減で、若い世代も社会保障の対象として位置づけます。②社会保障の負担と給付を見直し、若い世代と高齢

世代との世代間の不公平を是正し、高齢者にも一定の負担を求めます。③社会保障の支え手を拡大して、女性

や高齢者が自分に合った多様な働き方で働けるようにしていきます。 

●全世代型社会保障における年金制度の役割は？ 

全世代型社会保障は、すべての世代を対象にした、バランスのとれた支え合いのしくみです。年金制度に

は、以下に示した4つの役割が求められていますが、実は、年金制度は、すでに全世代型社会保障のめざす方

向に沿った制度改正を行ってきました。 

①持続可能性の確保では、少子高齢化に応じて年金額の伸びを抑制するマクロ経済スライドを実施して、

将来世代の給付水準の確保を図っています。②支え手の拡大では、短時間労働者（パート等）への適用拡大に

より、厚生年金の適用対象を中小企業や短時間労働者にも広げ、保険料を幅広く集め、将来低年金となること

を防いでいます。③働き方に応じた柔軟な制度ということでは、繰下げ受給により、長く働く人には受給を遅

らせることにより年金額を増やし、在職老齢年金制度では年金を受給しながらも働きやすいしくみに改正さ

れています。④世代間の公平性の確保については、現役世代の保険料負担は平成16年の年金改正で、国民年金

は16,900円（平成16年度価格）、厚生年金は18.3％（労使折半）として、これ以上増えない保険料固定方式の

もと、マクロ経済スライドにより高齢世代の給付の抑制を図っています。 

このように、全世代型社会保障にマッチした年金制度。ご近所に「マク

ロ経済スライドで年金額の伸びが抑えられてしまった」と嘆いている受給

者の方がいらっしゃいましたら、「わたしたちの年金額の伸びが抑えられ

た分が、今の若い人たちが将来受けることになる年金額をしっかり確保す

ることにつながっているんですよ」と教えてあげてください。 

 

 

Web 年⾦広報 Vol.159（通巻804号） 

発行所 特定非営利活動法人 年金・福祉推進協議会 

〒101-0047 

東京都千代田区内神田 2-15-9 The Kanda 282 9F 

TEL：03-5209-1281  FAX：03-3256-8928 

https://www.npo-nenkin.jp 

E-mail ： info@npo-nenkin.jp 

2026  6  ⽉号 

年金委員知
し

っ為
ため

情報 （9） 

「全世代型社会保障」における年金制度のあり方を考える 
 

 
年 ⾦ 委 員 の 扉



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域型年金委員のみなさんは、お住いの地域で日々、年金制度のことについて広報されていることでしょう。

今回のテーマは「『統合通知書』が送られてくる！」です。前回５月号の「地域型年金委員のお仕事」では、年

金委員は日本年金機構の広報年間スケジュールにもとづいて広報活動している、というお話をしましたが、そ

の６月の「地域型年金委員向け広報テーマ」には「統合通知書の発送」とあります。機構が年金受給者に対し

て発送しているものですが、どんな通知なのか、ご存知ですか？ 

◆統合通知書とは「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」を一つにまとめた書類 

国民年金や厚生年金の国の年金額は賃

金や物価の変動に応じて毎年4月に改定

されますが、このとき、日本年金機構で

は改定された年金額をお知らせする「年

金額改定通知書」と、金融機関などに口

座振込により6月から翌年4月まで2ヵ月

に1回支払われる年金額についてお知ら

せする「年金振込通知書」とをいっしょ

に一つのはがきでお知らせしています

が、このはがき形式の書類を「統合通知

書」と言います。 

4月の年金額改定に伴い、受給者に送ら

れてくる統合通知書（「年金額改定通知

書」と「年金振込通知書」）は6月上旬に

送られてきます。統合通知書が送られて

きたら、統合通知書の見方（次頁）を参

考に記載された内容を確認してくださ

い。また、日本年金機構のホームページ

では、「年金額改定通知書」と「年金振込

通知書」について説明しています。下記

をご参照ください。 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/t

uutisyo/gakukaitei/0601-01.html  
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●統合通知書「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」 

（年金受給者用：はがきサイズ）］（見本） 
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●統合通知書の見方 
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